
数
年
後

3

「
提
案
募
集
方
式
」
は
、

①
地
域
や
行
政
が
直
面
す
る
課
題
解
決
の

ネ
ッ
ク
が
国
の
制
度
で
あ
る
場
合

②
地
方
公
共
団
体
が
内
閣
府
に
制
度
改
正
を

提
案

③
内
閣
府
が
地
方
公
共
団
体
に
変
わ
っ
て
各
府

省
庁
と
調
整
し
、
地
方
が
使
い
や
す
い
制
度

に
改
善

地
方
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
よ
り
国
の
制
度
を

変
え
て
い
く
方
式
で
す
。

1

24
法
令
で

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
は
、
ど
う
し
て…

申
請
書
類
が
な
ん
で

こ
ん
な
に
も
多
い
ん

だ
ろ
う
か…

救
急
車
が

24
時
間
稼
働

し
な
く
て
不
安…

仕
事
休
め
な
い

け
ど
、
子
ど
も
を

預
け
る
と
こ
ろ

が…

「提案募集方式」の活用により、国の制度の見直しが多数
行われています。

住
民
ニ
ー
ズ

行
政
内
部
ニ
ー
ズ

２．提案募集方式の概要（提案募集方式とは？）
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提
案
に
関
す
る
制
度
所
管
府
省
と
の
調
整

結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
方
針
は
閣
議
決
定
さ

れ
る
と
と
も
に
、
法
律
の
改
正
に
よ
り
措
置

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
括
法
案
等
が

国
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

地方からの提案を受け、関係省庁との折衝など、
内閣府が提案実現に向けてサポートします。

1

2

3

4 内閣府

あ
の
時
、
思
い
切
っ
て

国
に
提
案
し
た
お
か
げ
で
、

今
日
の
業
務
も
終
了
！

数
年
後

第
〇
次
地
方
分
権
一
括
法
成
立

「
提
案
募
集
方
式
」

※

法
令
で

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
は
、
ど
う
し
て…

地
方
か
ら
提
案
で
き
る

仕
組
み
が
あ
る
ら
し
い
け
ど…

詳
し
く
は
、
次
の

ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

２．提案募集方式の概要（流れ）
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⑤関係府省回答に
対する見解

①事前相談・提案 ②検討要請

③回答

⑥再検討要請

⑦再回答

④関係府省回答

⑧関係府省回答

地域住民 地方公共団体等 内閣府 各府省

住民の
声

制
度
に

関
す
る
相
談

必要に応じて問い合わせ等

⑨対応方針の
閣議決定（年末）

ご提案への
対応はなかなか
難しいですね

議論の中で色々な
支障があることは
分かりました。

ではこうしましょう

「地方公共団体への事務・権
限の移譲」、「地方に対する
規制緩和」について、具体的
支障事例や制度改正による
効果とあわせて提案

各
種
照
会

回
答

事業所管部局

地方分権改革担当 地方分権改革有識者会議
・提案募集検討専門部会

地方分権改革推進室

制度改正等住民サービスの向上等が可能に

基準が
厳しい…

負担が
大きい…

対応が
困難…

人手が
足りない…

手続きが
大変…

実態に合っ
ていない…

２．提案募集方式の概要（流れ）
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提案募集方式には、提案実現のための
「３つの後押し」があり、高い実現率を実現
しています。

共通する支障事例を抱える他の自治体の提案に
相乗りすることで、実現可能性が向上します。

提案内容を充実させ、着実に成果を得る観点か
ら、内閣府からアドバイスを行います。

内閣府

行
政
法
等
の
専
門
家

制
度
所
管
省
庁

特に重要と考えられる提案について、制度所管
府省を交えて、実現に向けた議論を行います。

有識者会議・専門部会

1

2

3

4

共
同
提
案

事
前
相
談

２．提案募集方式の概要（提案実現のための３つの後押し）
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数
年
後

行
政
法
等
の
専
門
家

制
度
所
管
省
庁

特に重要と考えられる提案について、制度所管
省庁を交えて、実現に向けた議論を行います。

地方からの提案を受け内閣府が制度所管省庁と
折衝を行います。

内閣府

1

2

3

4

制度所管省庁からの一次回答の時点では、前向
きな回答が得られない場合もあります。

○○省
制
度
の
趣
旨
に

照
ら
し
て
も
、

対
応
は
困
難
。

有識者会議・専門部会

専門部会における議論を通じて、法制面などから提案の
中身を整理・充実させ、各府省にも客観的な立場から適切
な対応を求めることができることから、“提案の実現に向
けた議論”を後押しできます。

２．提案募集方式の概要（有識者会議・専門部会）
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法律だけでなく、要綱やガイドライン
なども対象になるので、対象の幅は広
いものとなっています。

過去に提案された支障の類型
①今日の実情に合わない過度の規制や不合
理な規制の廃止・合理化を求める提案

②全国一律基準の緩和を求める提案
③ルールの明確化を求める提案
④事務の簡素化を求める提案
⑤住民サービスの向上を求める提案

提案募集方式の対象
① 地方公共団体への事務・権限の移譲
② 地方に対する規制緩和
－ 義務付け・枠付けの見直し
－ 必置規制の見直し
・ 法律、政令、府省令、告示、通知等
によるもの

・ 補助金等の要綱等によるもの

対象外となる提案内容
①国・地方の税財源配分や税制改正
②予算事業の新設提案
③国が直接執行する事業の運用改善
④個別の公共用物に係る管理主体の変更
⑤現行制度でも対応可能であることが
明らかである場合

4
事
務
の
簡
素
化
や
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
な
ど
、
様
々
な
も
の

が
提
案
で
き
る
ん
だ
。

や
っ
て
み
よ
う
！

13

2

事
務
負
担
軽
減
に
資
す
る
代
表

的
な
事
例
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
を

参
照
く
だ
さ
い

提案募集方式では、この様な事項が
対象となります。

逆に、この様な提案は対象外となり
ますので、注意をお願いします。

※対象外の提案内容とされているものでも、その手続きに関する
ものは対象となり得ますので、まずは、ご相談をお願いします。

２．提案募集方式の概要（対象範囲）
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２．提案募集方式の概要（対象範囲（補足））
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3

2

事
前
相
談
に
つ
き
ま
し
て
は
、
提
案
の
募
集
の

開
始
と
同
時
に
開
始
さ
れ
、
例
年
、
募
集
締
め

切
り
の
3
週
間
く
ら
い
前
ま
で
実
施
し
ま
す
。

令
和
８
年
提
案
は
、
提
案
募
集
・
事
前
相
談

開
始
が
２
月
２
日
、
事
前
相
談
の
締
め
切
り
が

3
月
27
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
間
を
通
し
て
「
簡
易
相
談
」
に

つ
い
て
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

4

良
い
案
で
す
ね
。

是
非
、
提
案
を

お
願
い
し
ま
す
。

２．提案募集方式の概要（事前相談とは）

1

提
案
を
考
え
た
い
け
ど
、

様
式
も
複
雑
で
、
な
か
な
か

良
い
案
が
浮
か
ば
な
い
な

提
案
募
集
方
式
で
は
、
提
案
の
募
集
開
始
後
に
、

正
式
に
提
案
頂
く
前
に
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
く
「
事
前
相
談
」
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

支
障
や
デ
ー
タ
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
な
く
て
も
、

相
談
は
可
能
で
す
の
で
、
是
非
、
事
前
相
談
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

内
閣
府
に
事
前
相
談
を

行
っ
て
、
内
容
を

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

し
て
み
ま
し
た
。

こ
の
内
容
で
如
何

で
し
ょ
う
か
？
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事前相談での着眼点
①提案募集の対象であるか
②支障事例や法令根拠の具体性
③制度改正の必要性や効果
④制度所管部署等とのこれまでの調整状況
⑤過去の提案における取り扱いと
その後の状況変化 3 1

こ
の
事
務
作
業
、

簡
素
化
で
き
な
い
の

で
し
ょ
う
か
･･･

〇
〇
で
定
め
ら
れ
て

い
る
の
で
困
難
で
す
。

〇〇市△△省

2

支
障
と
改
善
の

方
向
性
を
整
理

し
て
、
内
閣
府
に

事
前
相
談

し
て
み
ま
し
ょ
う

4〇
〇
の
制
度
改
善
を

提
案
し
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
決
裁
を

お
願
い
し
ま
す
。

良
い
話
で
す
ね
。

是
非
、
提
案
を

お
願
い
し
ま
す
。

２．提案募集方式の概要（事前相談の着眼点）

14

内閣府では以下の着眼点で確認する他、
データや方向性について助言させていただき
ます。
助言を受けた提案団体が充実させるプロセス
を経ることで提案実現の可能性を高めます。



2

内閣府

共
同
提
案
を

募
集
し
ま
す
。

共同提案団体にも、主提案団体と対等な立場で
提案の形成に関わっていただきますので、首長の
決裁が必要です。

4

２．提案募集方式の概要（共同提案とは？）

今
年
も
全
国
か
ら
、

た
く
さ
ん
の
事
前
相
談

が
さ
れ
て
い
る
な
ぁ
。

3

内閣府から、一斉通知・調査システムを用いて、早期
に提供された事前相談を全国の地方公共団体等に情報提供
し、共同提案の意向の有無をご検討していただきます。

提
案
募
集
方
式
の
提
案
方
法
と
し
て
、
複
数
の

地
方
公
共
団
体
等
で
提
案
す
る
「
共
同
提
案
」
と

い
う
方
式
が
あ
り
ま
す
。

複
数
の
団
体
か
ら
の
提
案
で
あ
る
、
ま
た
、

デ
ー
タ
数
が
多
い
ほ
ど
、
各
府
省
庁
と

調
整
す
る
う
え
で
、
強
力
な
材
料
と
な
り
、

実
現
の
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
の
で
、

是
非
と
も
、
共
同
提
案
に
つ
い
て
ご
検
討
を

お
願
い
し
ま
す
。

1

15

○○市 分権担当課



2

内閣府

追
加
共
同
提
案
を

募
集
し
ま
す
。

4追
加
共
同
提
案
は

首
長
の
決
裁
不
要

で
す
。○○市の提案に

賛同します。

△△町の提案に
賛同します。

□□県の提案に
データ追加します。

２．提案募集方式の概要（追加共同提案とは？）

内閣府から、提出された全ての提案について、一斉通
知・調査システムを用いて、全国の地方公共団体等に照会
し、追加共同提案の意向の有無をご検討していただきます。

○○市 分権担当課

今
年
も
全
国
か
ら
、

た
く
さ
ん
の
提
案
が

出
さ
れ
て
い
る
な
ぁ
。

3

提
案
募
集
方
式
の
提
案
方
法
と
し
て
、
複
数
の

地
方
公
共
団
体
等
で
提
案
す
る

「
追
加
共
同
提
案
」
と
い
う
方
式
が
あ
り
ま
す
。

複
数
の
団
体
か
ら
の
提
案
で
あ
る
、
ま
た
、

デ
ー
タ
数
が
多
い
ほ
ど
、
各
府
省
庁
と

調
整
す
る
う
え
で
、
強
力
な
材
料
と
な
り
、

実
現
の
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
の
で
、

是
非
と
も
、
追
加
共
同
提
案
に
つ
い
て
ご
検
討
を

お
願
い
し
ま
す
。

1

16



内閣府から、一斉通知・調査システムを用いて、
早期に提供された事前相談を情報提供し、共同提
案の意向の有無をご検討していただきます。

1

2

3

4

内閣府

◇◇市

数
年
後

共
同
提
案
を

募
集
し
ま
す
。

こ
の
◇
◇
市
か
ら
の

事
前
相
談
の
内
容
が

実
現
す
れ
ば
、
あ
の

案
件
も
解
決
す
る

か
も…

。

共
同
提
案
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が…

。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

心
強
い
で
す
。

以
前
ご
相
談
い
た
だ
い
て
い
た

お
困
り
ご
と
に
つ
い
て
、

解
決
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２．提案募集方式の概要（共同提案の方法①）
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1

2

3

4

地方分権研修
ワークショップ私

の
町
も
同
じ
状
況
で
す
。

共
同
提
案
で
き
そ
う
で
す
ね
。

○○制度の事務
負担が大きくて
悩んでいます。

○
○
市
も
同
じ
制
度
で
悩
ん
で

い
ま
し
た
の
で
、
共
同
提
案
し

て
は
ど
う
か
と
考
え
て
ま
す
。

ま
ず
は
、

進
め
て
み
よ
う
。

複数の自治体の支障事例により説得力
が向上します。
相乗りによって、自らの提案の実現可

能性が増すほか、他の団体が行った提案
の実現を後押しする効果もあります。

○○省
深
刻
な
支
障
が

生
じ
て
い
る
み

た
い
だ
。

共
同
提
案
し
て
、

良
か
っ
た
ね
。

多
く
の
自
治
体
の

連
携
の
成
果
だ
ね
。

２．提案募集方式の概要（共同提案の方法②）
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有識者会議を受け、1月中下旬頃から４月中下旬頃に
かけて、事前相談・提案の受付を行います。（提案の受付
後に3週間ほど追加共同提案の照会を行います。）

提案に関する関係府省庁との調整結果を踏まえ
た対応方針は、その年の年末に閣議決定されます。

例年、1月中下旬頃の有識者会議にて、その年
の提案募集に係るスケジュール・重点事項が決定
されます。

提案提出後は有識者会議や各府省庁とのヒアリ
ングを実施し、課題の解決に向け各府省庁との調
整を実施します。

行
政
法
等
の
専
門
家

制
度
所
管
省
庁

内閣府

〇
月
〇
日
ま
で

提
案
を
募
集
し

ま
す
。

24
閣議

２．提案募集方式の概要（年間スケジュール）
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（
市
）

丁
寧
に
教
え
て
も
ら
っ
た
ね
。

優
し
い
や
り
取
り
の
様
子

全国の地方公共団体から派遣された調査員が
窓口になって対応します。

4

3

2
国
・
地
方
公
共
団
体
双
方
の
仕
事

を
理
解
す
る
立
場
か
ら
親
切
・
丁
寧

な
対
応
し
て
も
ら
え
た
。

も
っ
と
早
く
、
気
軽
に
相
談
し
て

お
け
ば
良
か
っ
た
な…

。

内閣府

1

提
案
を
出
そ
う
に
も
、

自
分
た
ち
の
町
か
ら
内
閣
府
へ
の

電
話
は
高
い
壁
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
る
な
･･

２．提案募集方式の概要（内閣府で調整を行う者）
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